
目

次

規

則

○
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

告

示

○
保
安
林
の
指
定
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

公

告

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
六

規

則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
七
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
義
務
教
育
終
了
児
童
等
（
以
下
」
を
「
満
二
十

歳
未
満
義
務
教
育
終
了
児
童
等
又
は
満
二
十
歳
以
上
義
務
教
育
終
了
児
童
等
（
次
項
に
お
い
て
」
に

改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
又
は
児
童
自
立
生
活
援
助
」
の
下
に
「
（
満
二
十
歳
未
満
義
務
教
育
終
了

児
童
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
援
助
児
童
等
（
」
を
「
満
二
十
歳
未

満
義
務
教
育
終
了
児
童
等
（
」
に
、
「
被
援
助
児
童
等
」
を
「
被
援
助
満
二
十
歳
未
満
児
童
等
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
被
援
助
児
童
等
」
を
「
被
援
助
満
二
十
歳
未
満
児
童
等
」
に
改
め
、
同
条

第
六
項
中
「
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
」
を
「
児
童
心
理
治
療
施
設
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
中
「
養
育
里
親
名
簿
」
の
下
に
「
及
び
養
子
縁
組
里
親
名
簿
」
を
加
え
、

同
条
第
一
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、
「
養
育
里
親
名
簿
登
録
申
請
書
」

を
「
養
育
里
親
名
簿
（
養
子
縁
組
里
親
名
簿
）
登
録
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
養
育

里
親
名
簿
」
の
下
に
「
又
は
養
子
縁
組
里
親
名
簿
」
を
加
え
、
「
養
育
里
親
調
査
書
」
を
「
養
育
里

親
（
養
子
縁
組
里
親
）
調
査
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
六
条
の
四
十
二
第
二
項
」
を

「
第
三
十
六
条
の
四
十
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
備
考
一
の
１
か
ら
４
ま
で
及
び
７
、
備
考
四
並
び
に
備
考
五
中
「
被
援
助
児
童
等
」

を
「
被
援
助
満
二
十
歳
未
満
児
童
等
」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「第

33条
の
６
第
２
項

」
の
次
に
「、

第
33条
の
６
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
２
項

」
を
加
え
、
「、

助
産

」
を
「（

助
産

」
に
、
「妊

産
婦
又
は

」
を
「妊

産
婦
、

」

に
、
「義

務
教
育
終
了
児
童
等

」
を
「満

二
十
歳
未
満
義
務
教
育
終
了
児
童
等
（
満
二
十
歳
以
上
義

務
教
育
終
了
児
童
等
）
）

」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式
中
「養

育
里
親
名
簿
登
録
申
請
書

」
を
「養

育
里
親
名
簿
（
養
子
縁
組
里
親
名

簿
）
登
録
申
請
書

」
に
、
「養

育
里
親
に

」
を
「養

育
里
親
（
養
子
縁
組
里
親
）
に

」
に
改
め
、

「第
２
項

」
の
次
に
「、

第
３
項

」
を
加
え
、

希
望
す
る
養
育
里
親
の
種
類
□
専
門
里
親
で
な
い
養
育
里
親
□
専
門
里
親

「

」

を「

」

希
望
す
る
里
親
の
種
類
□
養
育
里
親
（
□
専
門
里
親
で
な
い
養
育
里
親
□
専
門
里
親
）

□
養
子
縁
組
里
親

に
、
「養

育
里
親
研
修
を
修
了
し
た
年
月
日

」
を
「養

育
里
親
研
修
（
養
子
縁
組
里
親
研
修
）
を
修

了
し
た
年
月
日

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
４
を
５
と
し
、
同
注
の
３
の
⑶
中
「養

育
里
親
研
修

」

青
森
県
報
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の
次
に
「又

は
養
子
縁
組
里
親
研
修

」
を
加
え
、
同
３
の
⑷
中
「第

34条
の
20第
１
項
各
号

」
の
次

に
「（

申
請
者
の
同
居
人
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
１
号
を
除
く
。
）

」
を
加
え
、
同
３
を
同
注
の
４

と
し
、
同
注
中
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
２
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
「
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
要
保
護
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
は
そ

の
旨
」
の
欄
は
、
養
育
里
親
名
簿
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
。

第
三
十
号
様
式
中
「養

育
里
親
調
査
書

」
を
「養

育
里
親
（
養
子
縁
組
里
親
）
調
査
書

」
に
改

め
、
同
様
式
の

中

「

「
を

に
、

」

」

養育里親（養子縁組里親）申込者に関する事項

養育里親申込者に関する事項「

を
」

養
育

里
親

申
込

者
（
男
・
女
）

養
育

里
親

申
込

者
（
男
・
女
）

「

に
改

」

養
育
里
親
（
養
子
縁
組
里
親
）
申
込
者

（
男
・
女
）

養
育
里
親
（
養
子
縁
組
里
親
）
申
込
者

（
男
・
女
）

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
川
内
町
戸
沢
一
二
七
の
一
、
一
二
七
の
二
、
一
二
七
の
四
五
か
ら
一
二
七
の
四
七
ま

で
、
一
二
七
の
四
九
、
一
二
七
の
五
〇
、
一
二
七
の
五
二
、
一
二
七
の
五
八
、
一
二
七
の
五
九
、

二
〇
三
、
川
代
一
六
九
の
七
六
、
一
六
九
の
八
七

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
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項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
二
十
九
年
七
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

前
田

武
一

青
森
市
大
字
飛
鳥
字
岸
田

三
二

青
森
市
大
字
飛
鳥
字
山
田
二
二
八

梅
山

正
志

青
森
市
緑
一
丁
目
九
の
五

み
ち
の
く
荘
二
〇
三
号

青
森
市
大
字
幸
畑
字
阿
部
野
一
六
三
の
一
〇

九
ほ
か
四
筆

山
上

俊
一

青
森
市
大
字
八
ツ
役
字
芦

谷
九
九

青
森
市
大
字
荒
川
字
松
尾
二
五
九
ほ
か
一
筆

野
沢

一
平

青
森
市
大
字
高
田
字
川
瀬

一
二
一
の
二

青
森
市
大
字
金
浜
字
船
岡
一
六
〇
ほ
か
三
筆

野
沢

一
平

青
森
市
大
字
高
田
字
川
瀬

一
二
一
の
二

青
森
市
大
字
金
浜
字
伊
吹
一
二
七
の
二

野
沢

一
平

青
森
市
大
字
高
田
字
川
瀬

一
二
一
の
二

青
森
市
大
字
金
浜
字
船
岡
一
五
七
の
一
ほ
か

七
筆

村
川

武
五
郎

青
森
市
大
字
内
真
部
字
岸

田
三

青
森
市
大
字
内
真
部
字
岸
田
三
二
三
ほ
か
一

筆

加
藤

武
良

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢

字
東
早
稲
田
七
二

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
稲
盛
二
六
七
の
二

の
う
ち

工
藤

米
成

青
森
市
大
字
小
橋
字
田
川

三
四
の
一

青
森
市
大
字
小
橋
字
伊
沢
三
三
九
の
一
ほ
か

十
二
筆

今

秀
一

青
森
市
大
字
油
川
字
柳
川

三
四
の
三

青
森
市
大
字
小
橋
字
伊
沢
三
一
一
ほ
か
七
筆

佐

茂

青
森
市
奥
野
四
丁
目
一
五

の
三
二

青
森
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
六
二
の
一

工
藤

一
幸

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
狩

場
沢
字
堀
差
一
六
一
の
一

二

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
狩
場
沢
字
堀
差
二
二

ほ
か
九
筆

工
藤

一
幸

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
狩

場
沢
字
堀
差
一
六
一
の
一

二

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
狩
場
沢
字
堀
差
六
八

の
一
ほ
か
七
筆

農
事
組
合
法
人

嘉
瀬
生
産
組
合

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬

端
山
崎
二
〇
二

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
駒
留
六
四
八
の
一

ほ
か
五
筆

農
事
組
合
法
人

嘉
瀬
生
産
組
合

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬

端
山
崎
二
〇
二

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
雲
雀
野
一
〇
二
八

の
一
ほ
か
一
筆

工
藤

正
也

つ
が
る
市
稲
垣
町
繁
田
源

八
〇
の
二

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
萩
元
二
六
ほ
か
一

筆

長
尾

信
彦

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字

森
内
一
二
七
の
一

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
千
本
一
一
四
六

高
橋

義
彦

五
所
川
原
市
若
葉
二
丁
目

九
の
二
六

五
所
川
原
市
大
字
唐
笠
柳
字
藤
巻
六
一
四
ほ

か
六
筆

小
野

利
正

五
所
川
原
市
大
字
一
野
坪

字
緑
石
一
九
の
一

五
所
川
原
市
大
字
太
刀
打
字
常
盤
九
〇
の
二

ほ
か
八
筆

鈴
木

聡

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
横

萢
字
松
倉
三
〇
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
横
萢
字
森
口
二
七
三

秋
庭

哲
也

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
木

筒
字
下
掛
橋
二
五
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
木
筒
字
上
掛
橋
一
三

の
一
ほ
か
二
筆

葛

清
則

つ
が
る
市
森
田
町
中
田
小

槌
二
の
二

つ
が
る
市
柏
稲
盛
岡
崎
一
一
九
ほ
か
八
筆

葛

清
則

つ
が
る
市
森
田
町
中
田
小

槌
二
の
二

つ
が
る
市
柏
稲
盛
岡
本
三
二
の
一
〇

三
浦

裕
行

弘
前
市
大
字
中
崎
字
川
原

田
六
九
の
一

弘
前
市
大
字
三
世
寺
字
鳴
瀬
六
七
の
二
ほ
か

六
筆

三
浦

裕
行

弘
前
市
大
字
中
崎
字
川
原

田
六
九
の
一

弘
前
市
大
字
高
杉
字
山
下
四
二
三
ほ
か
五
筆

丸
岡

寛

弘
前
市
大
字
十
腰
内
字
猿

沢
一
〇
五

弘
前
市
大
字
十
腰
内
字
猿
沢
四
三
五
の
一
ほ

か
三
筆

丸
岡

昭
平

弘
前
市
大
字
十
腰
内
字
猿

沢
一
〇
五

弘
前
市
大
字
十
腰
内
字
猿
沢
九
五
の
二
四
ほ

か
一
筆

も
り
や
ま
園
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
樹
木
二
丁
目

一
六
の
一

弘
前
市
大
字
清
水
二
丁
目
一
四

葛
原

政
嘉

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

豊
蒔
字
西
森
越
九
〇
の
五

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
豊
蒔
字
川
崎
六
三

の
一
の
う
ち
ほ
か
二
筆

一
戸

健
策

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

豊
蒔
字
西
森
越
八
〇
の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
大
袋
字
三
本
柳
六

の
一
の
う
ち
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一
戸

健
策

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

豊
蒔
字
西
森
越
八
〇
の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
大
袋
字
三
本
柳
六

の
一
の
う
ち

須
藤

清
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

大
袋
字
松
元
一
八
七
の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
大
袋
字
三
本
柳
七

の
一

小
川

広
徳

十
和
田
市
大
字
沢
田
字
篠

田
地
一
八
の
二

十
和
田
市
大
字
沢
田
字
岩
井
口
二
三
三
の
一

ほ
か
十
四
筆

竹
ケ
原

三
郎

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
小

林
三
七
六
の
一

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
清
水
七
八
の
二
〇

五
ほ
か
六
筆

工
藤

和
男

十
和
田
市
大
字
米
田
字
桜

平
一
〇
七
の
二

十
和
田
市
大
字
米
田
字
雨
池
一
〇
ほ
か
五
筆

川
村

豊
美

十
和
田
市
大
字
法
量
字
川

口
平
二
八

十
和
田
市
大
字
法
量
字
川
口
平
一
四
五
の
一

ほ
か
十
四
筆

高
木

正
義

十
和
田
市
大
字
切
田
字
平

林
一
五
六
の
三
二

十
和
田
市
大
字
切
田
字
後
瀬
沢
四
八
の
二
五

ほ
か
三
筆

氣
田

智
彥

十
和
田
市
大
字
切
田
字
下

切
田
三
〇
の
一

十
和
田
市
大
字
切
田
字
南
川
原
二
三
一

太
田

浩
司

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字

家
ノ
下
二
八
三

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
樋
口
二
八
九
ほ
か
一

筆

川
原

喜
代
志

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字

家
ノ
下
二
六
五
の
二

十
和
田
市
大
字
八
斗
沢
字
家
ノ
下
二
九
四
の

二
の
う
ち
ほ
か
四
筆

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
長

漕
四
〇
の
一

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
野
崎
三
一
六
の
一

ほ
か
三
筆

川
村

豊
美

十
和
田
市
大
字
法
量
字
川

口
平
二
八

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
小
沢
口
五
一
九
ほ
か

十
四
筆

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町
字
家
ノ
下

六
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
金
沢
平
一
七
四
の
一
ほ
か

一
筆

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町
字
家
ノ
下

六
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
金
沢
平
一
七
五
の
一
ほ
か

一
筆

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町
字
家
ノ
下

六
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
栗
ノ
木
沢
八
七
の
三
〇

天
間

正
大

上
北
郡
七
戸
町
字
道
ノ
上

一
六
八
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
松
ケ
沢
一
七
三
の
一
ほ
か

三
筆

天
間

正
大

上
北
郡
七
戸
町
字
道
ノ
上

一
六
八
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
金
沢
平
二
七
九
の
一
ほ
か

四
筆

二
ツ
森

正
義

上
北
郡
七
戸
町
字
二
ツ
森

家
ノ
後
二
二
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
二
ツ
森
家
ノ
下
二
二
一
の

一

増
山

政
敏

上
北
郡
七
戸
町
字
八
栗
平

三
七
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
下
見
町
九
一
の
一
ほ
か
一

筆

増
山

政
敏

上
北
郡
七
戸
町
字
八
栗
平

三
七
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
八
栗
平
一
〇

哘

秀
男

上
北
郡
七
戸
町
字
哘
平
四

七
の
三

上
北
郡
七
戸
町
字
夏
間
木
一
二
六
の
一

久
保

均

上
北
郡
七
戸
町
字
賽
ノ
神

二
七

上
北
郡
七
戸
町
字
下
見
町
二
五
の
一
ほ
か
三

筆

浦
田

修
一

上
北
郡
七
戸
町
字
沼
ノ
沢

四
六
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
川
去
四
九
の
一
九
ほ
か
四

筆

上
野

勝
憲

上
北
郡
七
戸
町
字
尾
山
頭

八
五
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
尾
山
頭
八
六

附
田

豊

上
北
郡
七
戸
町
字
塚
長
根

八
四
の
二
二

上
北
郡
七
戸
町
字
中
岫
番
屋
二
六
の
二
一
ほ

か
四
筆

有
限
会
社
石
上

建
設

上
北
郡
七
戸
町
字
小
又
一

四

上
北
郡
七
戸
町
字
松
ケ
沢
九
ほ
か
四
筆

小
又

上
治

上
北
郡
七
戸
町
字
森
ケ
沢

一
八
七
の
三

上
北
郡
七
戸
町
字
松
ケ
沢
四
二
の
一
ほ
か
三

筆

瀬
川

左
一

上
北
郡
七
戸
町
字
左
組
七

二

上
北
郡
七
戸
町
字
太
田
一
六
三

有
限
会
社
瀬
川

農
場

上
北
郡
七
戸
町
字
左
組
七

二

上
北
郡
七
戸
町
字
後
平
一
〇
ほ
か
八
筆

坪

竜
也

上
北
郡
七
戸
町
字
天
間
舘

前
川
原
三
九
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
天
間
舘
前
川
原
三
二
ほ
か

三
筆

中
村

一
雄

上
北
郡
七
戸
町
字
榎
林
家

ノ
前
一
一
二
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
卒
古
沢
南
平
二
五
八
の
二

ほ
か
二
筆

有
限
会
社
原
幸

運
送

上
北
郡
七
戸
町
字
原
久
保

三
二

上
北
郡
七
戸
町
字
後
平
一
〇
五
五
ほ
か
十
筆

有
限
会
社
瀬
川

農
場

上
北
郡
七
戸
町
字
左
組
七

二

上
北
郡
七
戸
町
字
堰
代
二
〇
の
一
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
マ
ル

カ
農
産

上
北
郡
七
戸
町
字
榎
林
家

ノ
前
九
五
の
一

上
北
郡
七
戸
町
字
後
平
三
九
四
の
一
ほ
か
四

十
九
筆

（ ）4青 森 県 報 第4326号平成29年７月19日 水曜日



古
屋
敷

満

上
北
郡
七
戸
町
字
下
田
坪

一
五

上
北
郡
七
戸
町
字
姥
沢
四
七
の
一
四
ほ
か
四

筆

有
限
会
社
原
幸

運
送

上
北
郡
七
戸
町
字
原
久
保

三
二

上
北
郡
七
戸
町
字
後
平
一
一
一
二
の
一
ほ
か

七
筆

天
間

一
博

上
北
郡
七
戸
町
字
中
野
七

七
の
一
二

上
北
郡
七
戸
町
字
中
野
九
四
の
一
ほ
か
二
筆

小
林

正
隆

上
北
郡
六
戸
町
大
字
小
平

字
前
田
一
七
の
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
前
谷
地
九
の

一
ほ
か
一
筆

杉
山

武
夫

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
明
土
五
三
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
森
田
一
一
の

二
ほ
か
四
筆

目
時

隆
幸

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
坪
毛
沢
九
六
四
の
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
坪
毛
沢
八
七

三
ほ
か
一
筆

高
橋

清
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
上
吉

田
字
上
吉
田
二
四
九
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
下
川
原
八
九

目
時

隆
幸

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
坪
毛
沢
九
六
四
の
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
坪
毛
沢
八
七

一
ほ
か
三
筆

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
長

漕
四
〇
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
今
熊
一
五
三
五

十
和
田
ア
グ
リ

株
式
会
社

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
長

漕
四
〇
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
今
熊
一
七
二
二

田
代

勝
夫

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂

字
畑
刈
下
一
一
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
折
茂
字
今
熊
二
一
二
の

四
九
ほ
か
四
筆

有
限
会
社
岡
山

青
果

上
北
郡
東
北
町
字
漆
玉
二

〇
の
二

上
北
郡
東
北
町
字
漆
玉
二
の
一
ほ
か
十
一
筆

蛯
名

基

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野

字
上
野
一
二
六
の
一

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野
字
北
谷
地
三
九
の

三
九
三

野
田

光
子

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野

字
上
野
一
三
一
の
一

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
外
久
根
三
三
四

蛯
名

基

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野

字
上
野
一
二
六
の
一

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
下
モ
平
九
五

有
限
会
社
ビ
ッ

グ
フ
ァ
ミ
リ
ー

上
北
郡
東
北
町
字
寒
水
六

四

上
北
郡
東
北
町
字
寒
水
一
八
の
八
の
う
ち
ほ

か
四
筆

有
限
会
社
ビ
ッ

グ
フ
ァ
ミ
リ
ー

上
北
郡
東
北
町
字
寒
水
六

四

上
北
郡
東
北
町
字
寒
水
七
〇
の
六
ほ
か
五
筆

野
田

ト
ワ

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野

字
久
保
五
八
の
一

上
北
郡
東
北
町
大
字
上
野
字
揚
地
ノ
下
二
一

ほ
か
五
筆

杉
沢

進

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
貝
守

字
杉
沢
七
一

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
貝
守
字
柴
内
一
四
の
二

ほ
か
三
筆

有
限
会
社
今
藏

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石

又
重
字
北
向
三
六

三
戸
郡
五
戸
町
字
筒
口
川
原
一
〇
一
ほ
か
二

筆

有
限
会
社
今
藏

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石

又
重
字
北
向
三
六

三
戸
郡
五
戸
町
字
八
景
七
八
ほ
か
一
筆

小
泉

泰
成

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉

字
小
泉
一
四

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉
字
深
田
二
七
の
一

小
泉

泰
成

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉

字
小
泉
一
四

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉
字
細
尻
一
三
の
一

ほ
か
四
筆

小
泉

泰
成

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉

字
小
泉
一
四

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉
字
下
明
戸
七
五
ほ

か
五
筆

小
泉

泰
成

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉

字
小
泉
一
四

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉
字
前
明
戸
一
の
一

ほ
か
五
筆

金
澤

富
士
雄

三
戸
郡
南
部
町
大
字
斗
賀

字
上
明
戸
一
四
の
七

三
戸
郡
南
部
町
大
字
斗
賀
字
鳶
ヶ
巣
五
〇

向
井

成
男

三
戸
郡
階
上
町
大
字
金
山

沢
字
向
一
四

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
南
平
四
三
ほ

か
一
筆

横
道

文
男

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏

字
程
熊
二
八

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
大
蛇
八
八
の
二

ほ
か
二
筆

蔦
木

武
男

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
西
一

丁
目
九
の
二
四
五
八

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
乙
沢
二
五
の
二

ほ
か
三
筆

鈴
木

康
男

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川

目
三
丁
目
四
三
の
九

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
二
九
九
ほ
か
一
筆

橘

良
民

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
水

下
一
四
の
二

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
谷
地
一
四
二
ほ
か
四

筆

袴
田

精
二

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
南
下

田
二
五
の
二
〇

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
明
土
一
三
九
ほ
か
三
筆

袴
田

精
二

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
南
下

田
二
五
の
二
〇

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
中
谷
地
一
七
ほ
か
一
筆

相
坂

鐵
雄

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川

目
二
丁
目
七
三
の
三
七
四

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
内
山
平
一
一
七
四
ほ
か

五
筆
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袴
田

健
一
郎

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
南
下

田
一
二
の
一

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
萱
の
前
四
四

袴
田

健
一
郎

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
南
下

田
一
二
の
一

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
西
下
川
原
一
三
五
の
二

ほ
か
二
筆

三
村

千
代
治

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
東
後

谷
地
六
七

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
下
前
田
一
一
八
ほ
か
三

筆

下
道

和
也

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
瓢
三

八
の
一

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
瓢
三
〇
七
ほ
か
一
筆

円
子

博
明

上
北
郡
六
戸
町
大
字
下
吉

田
字
沼
田
一
三
六
の
一

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
谷
地
二
二
七
ほ
か
四

筆

円
子

博
明

上
北
郡
六
戸
町
大
字
下
吉

田
字
沼
田
一
三
六
の
一

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
谷
地
二
二
六

吉
田

忠
義

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川

目
一
丁
目
二
六
八
の
一

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
山
東
二
丁
目
一
〇
九

〇
ほ
か
七
筆

大
川

義
博

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
原

二
丁
目
七
四
六

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
山
東
二
丁
目
五
五
〇

の
一
ほ
か
二
筆

下
林

光
昭

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
七
百
二
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄
一
丁
目
二
の
二
九

九
ほ
か
一
筆

下
林

光
昭

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
七
百
二
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
五
三
二
ほ
か
三
筆

下
林

光
昭

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落

瀬
字
七
百
二
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄
一
丁
目
二
二
六
一

の
二

西
村

正

八
戸
市
大
字

町
字
古
馬

屋
二
三
の
五
九
〇

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄
一
丁
目
二
一
七
一

西
村

正

八
戸
市
大
字

町
字
古
馬

屋
二
三
の
五
九
〇

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
豊
栄
一
丁
目
二
一
七
二

ほ
か
二
筆

特
定
非
営
利
活

動
法
人
三
本
の

木

三
戸
郡
南
部
町
大
字
斗
賀

字
上
町
焼
四
三
の
一

三
戸
郡
南
部
町
大
字
斗
賀
字
下
町
焼
四
五
の

二

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

車
力
３
号
排
水
路
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
業
水
利
施
設
保
全
合
理
化
事
業
（
農
業
水
利
施

設
等
整
備
事
業
）
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

つ
が
る
市
役
所

（ ）6青 森 県 報 第4326号平成29年７月19日 水曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


